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(57)【要約】
【課題】再シール可能な内側包装体を備えた消費者商品
用容器に関し、該内側包装体に補強要素を設けた容器を
提供する。
【解決手段】本発明は、消費者商品用容器（１００）に
関する。容器は、箱（１０２）及び蓋（１０４）を含む
外側ハウジングを含む。該容器は、該外側ハウジング内
の、消費者商品を取り出すことができるようにする取出
し開口を有する消費者商品の内側包装体（１０６）と、
該内側包装体内の内側フレーム（１１２）と、内側包装
体の取出し開口を覆い、内側包装体の取出し開口の周縁
を越えて延びた粘着ラベル（１０８）とを更に含み、該
粘着ラベル（１０８）は、剥離可能な粘着剤によって、
内側包装体（１０６）の外面に少なくとも部分的に剥離
可能に貼り付けられる。内側包装体の内面の少なくとも
一部分は、貼付手段を用いて、内側フレームの外面の対
応する部分に永久的に貼り付けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　箱と、
　蓋と、
を含む外側ハウジング、
　前記外側ハウジング内の、消費者商品を取り出すことができるようにする取出し開口を
有する、消費者商品の内側包装体、
　前記内側包装体内の内側フレーム、及び
　前記内側包装体の前記取出し開口を覆い、該内側包装体の該取出し開口の周縁を越えて
延びた粘着ラベル、
を含み、
　前記粘着ラベルが、剥離可能な粘着剤によって前記内側包装体の外面に少なくとも部分
的に剥離可能に貼り付けられるように構成された消費者商品用容器であって、
　前記内側包装体の内面の少なくとも一部分が、貼付手段を用いて、前記内側フレームの
外面の対応する部分に永久的に貼り付けられた、
ことを特徴とする消費者商品用容器。
【請求項２】
　前記内側包装体の前記内面の前記少なくとも一部分が、前記取出し開口からの距離が前
記開口から該内側包装体の底部までの距離の３０％より小さくなるところ、好ましくは約
２０％より小さくなるところ、より好ましくは約１０％より小さくなるところに設けられ
たことを特徴とする請求項１に記載の容器。
【請求項３】
　前記貼付手段が、細長いものであり、該貼付手段の主軸が横方向になるように方向付け
られたことを特徴とする請求項１～請求項２のいずれかに記載の容器。
【請求項４】
　複数の離間した貼付手段を含むことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載
の容器。
【請求項５】
　前記内側フレームがＵ形状であり、前壁と一対の対向する側壁とを有することを特徴と
する請求項１～請求項４のいずれかに記載の容器。
【請求項６】
　前記内側フレームの前記前壁が、前記内側包装体の前壁に隣接して設けられたことを特
徴とする請求項５に記載の容器。
【請求項７】
　前記内側包装体の後方壁の外面の少なくとも一部分が、前記箱の後方壁の内面の対応す
る部分に永久的に貼り付けられたことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載
の容器。
【請求項８】
　前記内側包装体の内面の少なくとも一部分が、以下の貼付手段、即ち、ホットメルト接
着剤、溶剤型接着剤、水性接着剤、無溶剤接着剤、感圧性接着剤、導電型シーリング、及
び誘導型シーリングのうちの少なくとも１つを用いて永久的に貼り付けられたことを特徴
とする請求項１～請求項７のいずれかに記載の容器。
【請求項９】
　前記貼付手段が、前記内側フレームの前壁の外面上に設けられたことを特徴とする請求
項１～請求項８のいずれかに記載の容器
【請求項１０】
　前記貼付手段が、前記内側包装体の前壁の内面上に設けられたことを特徴とする請求項
１～請求項９のいずれかに記載の容器
【請求項１１】
　前記内側包装体の前壁の外面の少なくとも一部分が、前記箱の前壁の内面の対応する部
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分に永久的に貼り付けられたことを特徴とする請求項１～請求項１０のいずれかに記載の
容器。
【請求項１２】
　前記内側包装体の前記取出し開口が、該内側包装体における１又はそれ以上の破断線に
よって定められることを特徴とする請求項１～請求項１１のいずれかに記載の容器。
【請求項１３】
　前記粘着ラベルが、前記１又はそれ以上の破断線によって境界を定められた前記内側包
装体の外面の一部に永久的に貼り付けられたことを特徴する請求項１２に記載の容器。
【請求項１４】
　前記粘着ラベルが、前記蓋の前壁の内面に永久的に取り付けられ、該蓋が開いたときに
該粘着ラベル剥がれて取出し開口が現れるようにされたことを特徴とする請求項１～請求
項１３のいずれかに記載の容器。
【請求項１５】
　前記消費者商品が喫煙用品であることを特徴とする請求項１～請求項１４のいずれかに
記載の容器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再シール可能な内側包装体を備えた消費者商品用容器に関し、該内側包装体
は補強要素を有する。該容器は、特に、紙巻煙草のような細長い喫煙用品のための容器と
しての用途を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　紙巻煙草及び葉巻などの喫煙用品は、一般的に、剛性のヒンジ蓋付き容器内に収められ
ており、この容器は、箱と、容器の後部壁を横切る方向に延びるヒンジ線の回りで該箱に
連結された蓋とを有する。この種のヒンジ蓋付き容器は、一般的に、一枚の薄層状の厚紙
素材片から構成される。使用時には、該蓋がヒンジ線回りにピボット回転されて容器が開
かれ、箱に収納されている喫煙用品の束に触れることができるようになる。
【０００３】
　箱に収納されている喫煙用品の束は、典型的には、金属被覆された紙材、金属箔、その
他の柔軟なシート材料からなる内側ライナーにより包装される。該内側ライナー内の喫煙
用品束に触れるためには、消費者は、典型的には、先ずヒンジ蓋付の容器を開けて、予め
連続穴を設けた内側ライナーの上側部分を取り除いて捨てなければならない。
【０００４】
　しかし、例えば空気、湿気、香味及び臭気の出入りに対する改善された保護を与えるた
めに、喫煙用品の束を再シールが可能で実質的に気密性の包装材により包むことも知られ
ている。
【０００５】
　例えば特許文献１は、取出し開口が形成されたバリアー材料の層からなるシールされた
包装体内に喫煙用品が包まれたヒンジ蓋付の喫煙用品包装パックを開示する。取出し開口
は永久的な接着性をもつカバー層により覆われており、該カバー層は、最初に該開口を開
いた後にバリアー材料層に係合させて、包装体を再シールすることができる。シールされ
た包装体には、喫煙用商品とバリアー材料の層との間にフレームが設けられ、良好な再シ
ールのために、このフレームにカバー層が押しつけられる。シールされた包装体を開ける
こと及び再び開けることを補助するために、カバー層の底縁部に非接着性タブが設けられ
る。
【０００６】
　特許文献２もまた、カバーフラップにより閉じられる取出し開口をもつ内側包装体内に
喫煙用品が収められた喫煙用品のヒンジ蓋付きパックを開示しており、該カバーフラップ
は、該カバーフラップの下側に塗布された不乾燥性の再貼付粘着剤を用いて内側包装体に
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固定される。該カバー層の底タブの内面又は外面が、ヒンジ蓋付きパックの蓋に取外し不
能に永久的に接着され、蓋の開閉によりカバーフラップも同時に開閉される。
【０００７】
　既知の喫煙用品容器のカバー層又はフラップを閉じるとき、カバーを再貼付するために
必要な圧力は、内側包装体の変形を引き起こすことがあり、カバーと内側包装体との間に
十分なシールをもたらさないことがある。
【０００８】
　特許文献３は、カップ形状の外側容器と、シールされた内側包装体とを有する、ヒンジ
蓋付きパケットを開示する。シールされた内側包装体は、紙巻煙草の群を収容しており、
その前側上部に紙巻煙草取出し用の中央開口を有し、この取出し開口が、再び閉じること
が可能なシーリングパネルによって閉じられる。このパケットは、内側包装体に糊付けさ
れた、該内側包装体の回りで折り曲げられて該内側包装体の上部分を少なくとも部分的に
覆う、剛性のカラーを含む。取出し開口を閉じるための再び閉じることが可能なシーリン
グパネルは、該カラーの上に配置され、その内面には再貼付接着剤が塗られている。シー
リングパネルは、取出し開口が閉じられているときにはカラーに付着している。
【０００９】
　シーリングパネルが閉じられているとき、内側包装体自体がシールされるのではなくシ
ーリングパネルがカラーに剥離可能に貼り付けられるので、内側包装体のシールはあまり
効率的ではない。
【００１０】
　特許文献４は、ヒンジ蓋付き箱と、該ヒンジ蓋付き箱の内側のシールされたブロック形
状の内側包装体とを含む、さらに別の紙巻煙草パックを開示する。内側包装体は、Ｃ形状
の内側フレームを囲む内側シートを含み、該Ｃ形状内側フレームが紙巻煙草の束を囲む。
内側シートは、内層と外層とを含む。内側包装体は、その上端に取出し開口を有し、かつ
、該取出し開口を閉じる、内側シートの内層から形成された開封用タブを有する。内側シ
ートの外層から形成された操作用タブが、該開封用タブの上に重ねられて貼り付けられて
いる。操作用タブは、開封用タブよりも大きく、開封用タブ及び取出し開口を三方の側で
越えて延びており、Ｕ形状のシーリングストリップを形成する。取出し開口は、Ｕ形状の
シーリングストリップに沿った永久的な接着剤によって製造者によってシールされる。こ
のシールを破るために、使用者は、操作用タブの糊付けされていない部分を引っぱる。
【００１１】
　特許文献４の開封用タブは、再び閉じることができるが、再シール可能ではないので、
内側包装体が紙巻煙草を保護する効率を低下させる。
【００１２】
　特許文献５は、カラーを含み、丸みをもった縦方向縁部を有するヒンジ蓋付きパックを
開示する。カラーは、パックの前パネルの内側に接着剤で接続されている。カラーの一部
は、パックから上方に突き出し、外方に向けられた変形部を有しているので、パック部分
の輪郭からわずかに横方向に突き出している。蓋が閉じられたとき、蓋の側部パネルの内
面がカラーと接触して圧力が高められ、これにより摩擦が増大することになる。
【００１３】
　特許文献５は、パックの内容物をシールして保護するための内側包装体を開示しておら
ず、パックが内容物を保護する効率を低下させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】欧州特許出願公開第９４４，５３９号明細書
【特許文献２】国際公開第２００８／１４２，５４０号
【特許文献３】欧州特許第２，３６６，６３７号明細書
【特許文献４】国際公開第２００１／００９５２０号
【特許文献５】欧州特許第０，６５０，９０７号明細書
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【発明の概要】
【００１５】
　本発明の第一の態様によれば、外側ハウジングを含む、消費者商品用容器が提供される
。該外側ハウジングは、箱と蓋とを含む。該容器は、更に、該外側ハウジング内に、消費
者商品を取り出すことができるようにする取出し開口を有する、消費者商品の内側包装体
を含む。容器は、更に、該内側包装体内の内側フレームと、粘着ラベルとを含み、該粘着
ラベルは、内側包装体の取出し開口を覆い、内側包装体の取出し開口の周縁を越えて延び
る。粘着ラベルは、剥離可能な粘着剤によって、内側包装体の外面に少なくとも部分的に
剥離可能に貼り付けられる。内側包装体の内面の少なくとも一部分は、貼付手段を用いて
、内側フレームの外面の対応する部分に永久的に貼り付けられる。
【００１６】
　“内面”という用語は、本明細書全体を通じて、組み立てられ容器が閉位置にあるとき
に該容器の内部の方に、例えば消費者商品の方に面した、該容器の構成要素の表面のこと
を意味するように用いられる。同様に、“外面”という用語は、本明細書全体を通じて、
容器の外部の方に面した容器の構成要素の表面のことを意味するように用いられる。例え
ば、内側フレームは、容器の外側ハウジングに面した外面と、容器の内側包装体に面した
内面とを含む。内側又は外側面は、必ずしも容器の組立てに用いられる素材片の特定の側
と等しいわけではないことに留意すべきである。素材片を消費者商品の回りで折り曲げる
仕方に応じて、容器の同じ側の領域が、容器の内側に面する場合、外側に面する場合のど
ちらもあり得る。
【００１７】
　内側包装体の外面の部分を内側フレームの内面の対応する部分に永久的に貼り付けるた
めの貼付手段を設けることにより、内側フレームと貼付手段との組合せが、粘着ラベルと
内側包装体との間にシールを形成するために必要な力により抵抗することができるより構
造的に弾性の内側包装体を提供するので、より確実にシールされた内側包装体をもたらす
容器を提供することができる。従って、部分的に剥離可能に貼り付けられた粘着ラベルが
、より構造的に弾性の内側包装体と協働して、粘着ラベルと内側包装体の外面との間に改
善されたシールを形成するので有利である。従って、改善された閉じ品質を備えた容器が
提供される。
【００１８】
　第一の好ましい実施形態において、容器の外側ハウジングは、箱と、容器の後方壁を横
切って延びるヒンジ線にそって箱にヒンジ付けされた蓋とを含む。
【００１９】
　この好ましい実施形態において、粘着ラベルは、蓋の前壁の内面に永久的に貼り付ける
ことができ、蓋を開けると粘着ラベルが剥がされて、取出し開口が現れるようになってい
る。そのため、使用者が陽気の蓋を開けたとき、粘着ラベルが自動的に開けられて取出し
開口を現し、使用者が蓋を閉めたとき、粘着ラベルが自動的に閉じられて取出し開口を再
シールする。内側包装体の構造的弾性を改善する貼付手段を設けることにより、シール性
が改善された自動的に開く容器が提供される。
【００２０】
　内側包装体の内面の少なくとも一部分は、取出し開口からの距離が、開口から内側包装
体の底部までの距離の約３０％より小さくなるところに設けられることが好ましい。内側
包装体の内面の少なくとも一部分は、取出し開口からの距離が、開口から内側包装体の底
部までの距離の約２０％より小さくなるところに設けられることが、より好ましい。内側
包装体の内面の少なくとも一部分は、取出し開口からの距離が、開口から内側包装体の底
部までの距離の約１０％より小さくなるところに設けられることが、さらになお好ましい
。
【００２１】
　内側包装体の内面の少なくとも一部が内側包装体の開口に近づくほど、粘着ラベルの領
域での内側包装体の剛性がより向上する。これは、その後で粘着ラベルによって内側包装
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体を再び閉じる性能を顕著に改善する。これは、内側包装体がもはや完全に満たされてい
ないときに特に重要である。内側包装体が完全に満たされているか又は少なくとも実質的
に満たされている間は、消費者商品が、粘着ラベルを再び閉じるためのある程度の裏から
の支えを内側包装体にもたらす。ひとたび内側包装体が空になるとこの支えが無くなり、
内側包装体材料の剛性に応じて、粘着ラベル又は内側包装体が変形して、ラベルと内側包
装体との間に効率的なシールが設けられなくなる場合がある。本発明による容器において
は、内側フレームの外面に取り付けられた内側包装体の内面の少なくとも一部の位置が内
側包装体の開口の近くにあることにより、この不利点が回避される。
【００２２】
　貼付手段は細長いものであり、該貼付手段の主軸が横方向になるように方向付けられる
ことが好ましい。貼付手段は、内側フレームのほぼ全幅にわたって延びるものとすること
ができ、又は、代替的に、内側フレームの幅の約９０％にわたって、又は内側フレームの
幅の約８０％にわたって延びるものとすることができる。
【００２３】
　代替的な実施形態において、貼付手段は、細長いものであり、該貼付手段の主軸が縦方
向になるように方向付けられる。この代替的な実施形態において、貼付手段は、内側フレ
ームのほぼ全高にわたって延びるものとすることができ、又は、代替的に、内側フレーム
の高さの約９０％にわたって、又は内側フレームの高さの約８０％にわたって延びるもの
とすることができる。
【００２４】
　容器は、複数の離間した貼付手段を含むものとすることができる。容器は、少なくとも
３つの離間した固定手段を含むことが好ましい。複数の貼付手段は、縦方向に離間するこ
とが好まし。複数の固定手段は、内側フレームの高さの約２０％より短い距離で離間する
ものとすることができ、代替的に、内側フレームの高さの約１５％より短い距離で離間す
るものとすることができ、代替的に、内側フレームの高さの約１０％より短い距離で離間
するものとすることができる。
【００２５】
　貼付手段の主軸が縦方向になるように貼付手段が方向付けられた代替的な実施形態にお
いて、複数の貼付手段は、横方向に離間する。容器が少なくとも３つの離間した貼付手段
を含む場合、貼付手段は、第１及び第３の貼付手段が第２の貼付手段の両側に均等に配置
され、第２の貼付手段が内側フレームの中央に配置されるように配列されることが好まし
い。
【００２６】
　内側包装体の後方壁の外面の少なくとも一部を、箱の後方壁の内面の対応する部分に永
久的に貼り付けることができる。
【００２７】
　貼付手段は内側フレーム上に設けることができる。代替的に又は付加的に、貼付手段は
、内側包装体上に設けることができる。貼付手段が内側フレーム上に設けられる場合には
、内側フレームの前壁の外面上に設けられることが好ましい。貼付手段が内側包装体上に
設けられる場合には、内側包装体の前壁の内面上に設けられることが好ましい。
【００２８】
　内側包装体の前壁の外面の少なくとも一部を、箱の前壁の内面の対応する部分に永久的
に貼り付けることができる。内側包装体の少なくとも一部を箱の前壁に永久的に貼り付け
ることにより、内側包装体の構造的弾性を更に改善することができる。
【００２９】
　内側包装体は、以下の貼付手段、即ち、ホットメルト接着剤、溶剤型接着剤、水性接着
剤、無溶剤接着剤、感圧性接着剤、導電型シーリング、及び誘導型シーリングのうちの少
なくとも１つを用いて永久的に貼付することができる。好ましい実施形態において、貼付
手段は、ホットメルト接着剤である。
【００３０】
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　内側フレームは、前壁と一対の対向する側壁とを有するＵ形状の内側フレームであるこ
とが好ましい。ここで“Ｕ形状”という用語は、３部分からなり、第１部分と第３部分が
互いに平行で、第２部分に直交する同じ方向に延びる形状を意味するものとして使用され
る。
【００３１】
　内側フレームの前壁は、内側包装体の前壁に隣接して設けられることが好ましい。表面
積が大きい内側フレームを内側包装体の前壁に隣接して設けると、容器の構造強度を増大
させるので有利である。内側フレームにより与えられる構造強度の増大により、粘着ラベ
ルのより確実な閉じが可能になる。これは、容器が満杯でないときに、その後の閉じ操作
にとって特に有利である。
【００３２】
　内側フレームは、前壁の上部に切り欠きを含むことが好ましい。切り欠きは、取出し開
口に実質的に対応することが好ましく、内側包装体内の消費者商品により容易に触れるこ
とができるように設けられる。内側フレームが切り欠きを含む場合、内側フレームの高さ
は、内側フレームの底から切り欠きまでの距離として定められる。
【００３３】
　内側フレームは、補強手段を含むことができる。補強手段は、貼付手段を含み、貼付手
段が内側フレーム及び内側包装体を補強することが好ましい。代替的に、補強手段は、内
側フレームの製造に用いられたのと同様の厚紙のような材料の、内側フレームに貼り付け
られた少なくとも一層を含むものとすることができる。この代替手法において、該少なく
とも一層の更なる材料層は、内側フレームに永久的に貼り付けられる。該少なくとも一層
の更なる材料層は細長いものであることが好ましい。内側フレームがＵ形状の場合、該少
なくとも一層の材料層は、内側フレームの前壁の外面に貼り付けられることが好ましい。
該少なくとも一層は、内側フレームの上部に隣接して貼り付けられることが好ましい。
【００３４】
　取出し開口を覆うために設けられた粘着ラベルは、再シール可能な粘着剤を含んでおり
、該粘着ラベルを何回も内側包装体の表面から剥がして、再取付けすることができる。こ
の構成は、内側包装体を繰り返し開閉して、消費者商品に個別に触れることを可能にする
。粘着ラベル上の再シール可能な粘着剤は、内側包装体内にある消費者商品の数と少なく
とも同じ回数だけ再取付けされるために、ラベルに十分な粘着性を与えるものであること
が好ましい。これにより、消費者は容器が空になるまで内側包装体を開けて再シールする
ことが可能になる。
【００３５】
　再シールに相応しい粘着剤は、当業者ではよく知られているはずであり、種々異なる粘
着剤を、多くの供給者から商業的に入手することができる。好ましい粘着剤の選択は、使
用時に粘着ラベルによりシールされるか又は再シールされる内側包装体を形成する材料に
依存する。
【００３６】
　粘着ラベルは、粘着剤を有さない面を含むことが好ましく、この粘着剤を有さない面は
、内側包装体の取出し開口のサイズに実質的に対応する。蓋が閉位置にあり、粘着ラベル
が内側包装体に対してシールされているとき、この粘着剤を有さない面は、内側包装体に
おける取出し開口を覆う。これは、埃又は微小粒子、例えば煙草粉又はその他の包装体内
の消費者商品由来の残留物が粘着ラベルに付着することを防ぐことになる。この付着は、
粘着ラベルが内側包装体内の消費者商品と接触した場合に生じる可能性がある。
【００３７】
　内側包装体の取出し開口は、内側包装体における１又はそれ以上の破断線によって定め
ることができる。この実施形態において、１又はそれ以上の破断線は、内側包装体の取出
し部分を定める。内側包装体に取出し部分を定めることにより、最初に容器を開く前にお
いては、内側包装体は、より確実にシールされた状態にあるものとすることができる。こ
れにより、容器内に収納された消費者商品の保存寿命を延ばすことができる。この実施形
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態において、粘着ラベルは、１以上の破断線によって境界を定められた内側包装体の取出
し部分に永久的に貼り付けられる、該粘着ラベルの内面の更なる領域を含むことが好まし
い。最初に外側ハウジングの蓋を開いた時、内側包装体の取出し部分が該１又はそれ以上
の破断線に沿って内側包装体の残りの部分から部分的に切離され、その後の外側ハウジン
グ蓋の開閉の際には、内側包装体の取出し部分が内側包装体の残りの部分に取付けられた
ままの状態に留まるようにすることが好ましい。粘着ラベル内面の第１領域に設けられた
再シール可能な粘着剤が内側包装体の取出し部分の周縁のほぼ全体に延びるようにするこ
とができる。
【００３８】
　粘着ラベルは、少なくとも一領域内で、内側包装体に永久的に貼付けされることが好ま
しい。粘着ラベルは、該粘着ラベルの周縁のほぼ全体の周りに延びた接続部分によって内
側包装体に永久的に貼付けされることが、より好ましい。該接続部分は、取出し部分の縁
部に隣接した粘着ラベルの縁部に沿って粘着ラベルに接続される。接続縁部は、内側包装
体の上部の後方に向かって配置されることが好ましい。
【００３９】
　ここで使用される“前”、“後”、“上方”、“下方”、“上部”、“底部”、及び“
側部”という用語は、外側ハウジング蓋が閉位置にあり、容器後方にヒンジ線がある状態
で、容器を垂直に立てた場合における、本発明による容器の各部及び構成要素の相対的位
置を表すものである。本発明による容器を説明する場合には、説明される容器の方位に関
係なく、これらの用語が使われる。容器の後壁は、ヒンジ線を含む壁である。
【００４０】
　“縦方向”という用語は、底部から上部の方向、又はその逆を意味する。“横方向”と
いう用語は、縦方向と直交する方向を意味する。
【００４１】
　ここで、“高さ”という用語は、粘着ラベルが内側包装体に貼り付けられたときの縦方
向で測定した粘着ラベルのそれぞれの部分の寸法を意味する。“幅”という用語は、粘着
ラベルが内側包装体に貼付けされたときの横方向で測定した粘着ラベルのそれぞれの部分
の寸法を意味する。
【００４２】
　容器は、２つの広幅の壁が２つの狭幅の壁によって間隔を離して位置させられた長方形
平行六面体であることが好ましい。
【００４３】
　蓋と箱とが、ヒンジ線に沿って接続されていることが好ましい。
【００４４】
　“ヒンジ線”という用語は、容器を開くために、蓋がその回りにピボット回転する線を
意味する。ヒンジ線は、例えば、容器の後壁を形成するパネルにおける折曲げ線か、切込
み線とすることができる。
【００４５】
　容器は、適していればどのような材料からも形成することができ、これらの材料には、
厚紙、板紙、プラスチック、金属、又はこれらの組合せが含まれるが、これらに限定され
るものではない。外側ハウジングは、１又はそれ以上の折曲げた薄板状厚紙素材からそれ
ぞれ形成することが好ましく、厚紙素材の重量は、約１００ｇ／ｍ2から３５０ｇ／ｍ2の
間であることが好ましい。
【００４６】
　内側包装体は、金属箔又は金属被覆紙から形成することが好ましい。内側包装体の材料
は、金属被覆したポリエチレンフィルムとライナー材料の積層体として形成することがで
きる。ライナー材料は、スーパー仕上げのグラシン紙とすることができる。更に、内側包
装体の材料は、印刷可能な上面被覆を備えていても良い。
【００４７】
　上述したように、本発明による容器は、直角な縦方向縁部と、直角な横方向縁部を有す
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る長方形の六面体形状とすることができる。代替的に、容器は、１又はそれ以上の丸みを
もった縦方向縁部、丸みをもった横方向縁部、斜形状の縦方向縁部、又は斜形状の横方向
縁部、又はこれらの組合せを備えるものとしてもよい。本発明による容器は、限定する意
味ではないが、例えば、
　－前壁に一個又は二個の丸みを持った又は斜形状の縦方向縁部を備え、及び／又は、後
壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の縦方向縁部を備える。
　－前壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の横方向縁部を備え、及び／又は、後
壁に一個又は二個の丸みをもった又は斜形状の横方向縁部を備える。
　－前壁に一個の丸みをもった縦方向端と一個の斜形状の縦方向縁部を備え、及び／又は
、後壁に一個の丸みをもった横方向縁部と一個の斜形状の横方向縁部を備える。
　－前壁に一個又は二個の丸みをもった或いは斜形状の横方向縁部を備え、前壁に一個又
は二つの丸みをもった或いは斜形状の縦方向縁部を備える。
　－第１側壁に二個の丸みをもった或いは斜形状の縦方向縁部を備え、又は第２側壁に二
個の丸みをもった或いは斜形状の横方向縁部を備える。
ものとすることができる。
【００４８】
　容器が、１又はそれ以上の斜形状の縁部を備える場合には、この斜形状の縁部の幅は約
１ｍｍと約１０ｍｍとの間であることが好ましく、約２ｍｍと約６ｍｍとの間であること
がより好ましい。代替的に、容器は、容器端に２つの明瞭な斜形状部分が形成されるよう
に、互いに間隔をもって位置する３つの平行な折り目線又は切込み線によって形成される
二重斜形状部分を含むことができる。
【００４９】
　代替的に、容器は、非長方形、例えば、三角形又は六角形のような多角形、半楕円形又
は半円形の横断面を備えるものであってもよい。
【００５０】
　本発明の容器は、例えば紙巻煙草、葉巻、細巻き煙草のような細長い喫煙用品の容器と
して格別の用途を有する。本発明による容器は、その寸法を適切に選択することにより、
通常のサイズ、キングサイズ、スーパーキングサイズ、スリム又はスーパースリム煙草の
違った本数に対して設計できることが理解されるであろう。代替的に、他の消費者用商品
が容器に収納されるように変更することもできる。
【００５１】
　本発明による容器は、その寸法の適切な選択により、異なる総数の喫煙用品、又は異な
る配列の喫煙用品を保持できるように設計することができる。例えば、本発明による容器
は、その寸法の適切な選択により、総数が１０本から３０本の間の喫煙用品を保持するよ
うに設計することができる。
【００５２】
　喫煙用品は、該喫煙用品の総数に応じて、異なる揃え方に配列することができる。例え
ば、喫煙用品は、６本、７本、８本、９本又は１０本からなる単一の列に配列することが
できる。代替的に、喫煙用品は、二列又はそれより多い列に配列してもよい。これらの二
列又はそれより多い列は、同じ数の喫煙用品を含むものとすることができる。例えば、喫
煙用品は、５本、６本、７本、８本、９本又は１０本からなる二列、５本又は７本からな
る三列、或いは４本、５本又は６本からなる四列に配置することができる。代替的に、二
列又はそれより多い列において、少なくとも二列が互いに違う数の喫煙用品を含むように
してもよい。例えば、喫煙用品は、５本の列と６本の列（５－６）、６本の列と７本の列
（６－７）、７本の列と８本の列（７－８）、中央が５本の列であり、その両側が６本の
列（６－５－６）、中央が５本の列で、両側が７本の列（７－５－７）、中央が６本の列
で両側が５本の列（５－６－５）、中央が６本の列で両側が７本の列（７－６－７）、中
央が７本の列で両側が６本の列（６－７－６）、中央が９本の列で両側が８本の列（８－
９－８）、又は中央が６本の列で、その一方側が５本、反対側が７本の列（５－６－７）
に配列することができる。
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【００５３】
　本発明による容器は、同じ形式又は同じ銘柄の喫煙用品、又は異なる形式又は異なる銘
柄の喫煙用品を保持することができる。更に、フィルターレスの喫煙用品と種々のフィル
ターチップ付き喫煙用品、並びに、異なる長さ（例えば約４０ｍｍと約１８０ｍｍの間）
、異なる直径の喫煙用品（例えば約４ｍｍと９ｍｍの間）を収納するようにしてもよい。
更に、喫煙用品は、味の強さ、吸引抵抗、微粒子物質放出総量の異なるものでもよい。容
器寸法は、喫煙用品の長さ及び喫煙用品の配列に適合するものとされることが好ましい。
典型的には、容器の外形寸法は、容器に収納される喫煙用品の束の寸法より約０．５ｍｍ
から約５ｍｍの間の寸法だけ大きいものとする。
【００５４】
　本発明による容器の長さ、幅及び奥行きは、蓋の閉位置において、結果としてできる容
器全体寸法が、典型的な紙巻煙草２０本入りヒンジ蓋付廃棄型パックの寸法と類似するよ
うにできる。
【００５５】
　本発明による容器は、高さを容器の底壁から上壁までとして測定した場合において、高
さが、約６０ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが好ましく、約７０ｍｍから約１
２５ｍｍまでの間であることが更に好ましい。
【００５６】
　本発明による容器は、幅を容器の一方の側壁から他方の側壁までとして測定した場合に
おいて、幅が約１２ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが好ましく、約７０ｍｍか
ら約１２５ｍｍの間であることが更に好ましい。
【００５７】
　本発明による容器は、奥行きを容器（箱と蓋の間のヒンジを含む）の前壁から後壁まで
として測定した場合において、奥行きが約６ｍｍから約１５０ｍｍまでの間であることが
好ましく、約１２ｍｍから約２５ｍｍまでの間であることが更に好ましい。
【００５８】
　容器の奥行きに対する容器の高さの割合は、約０．３：１から約１０：１までの間であ
ることが好ましく、より好ましくは、約２：１から約８：１までの間、最も好ましくは約
３：１から５：１までの間である。
【００５９】
　容器の奥行きに対する容器の幅の割合は、約０．３：１から約１０：１までの間が好ま
しく、約２：１から約８：１までの間がより好ましく、約２：１から３：１までの間が最
も好ましい。
【００６０】
　外側スリーブの箱の後壁高さに対する蓋の後壁高さの割合は、約０：１（蓋が容器の上
端に配置される）から約１：１までの間が好ましく、約１：５から約１：１０までの間が
より好ましく、約１：６から約１：８までの間が最も好ましい。
【００６１】
　外側スリーブの箱の前壁高さに対する蓋の前壁高さの割合は、約１：０（蓋が前壁全体
を覆う）から約１：１０までの間が好ましく、約１：１から約１：５までの間がより好ま
しく、約１：２から１：３までの間が最も好ましい。
【００６２】
　容器が喫煙用品を収納するものである場合には、容器は、更に廃棄物区画（例えば灰、
又は吸殻のためのもの）又は、例えばマッチ、ライター、消火手段、口臭清新剤又は、電
子器具といった他の消費者商品を含むことができる。他の消費者商品は、容器の外側に取
り付けてもよく、喫煙用品と共に、容器の別の区画の中に収納してもよく、またこれらを
組み合わせてもよい。
【００６３】
　本発明による容器の外面には、製造業者又は銘柄ロゴ、商標、スローガンその他消費者
情報又は記号を、印刷、エンボス、デボスその他の方法で装飾表示することができる。
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【００６４】
　本発明による容器は、喫煙用品が装填された状態で、例えば高密度または低密度のポリ
エチレン、ポリプロピレン、配向性ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、セルロースフィル
ム、又は、それらの組み合わせからなる透明重合体フィルムにより、通常の手法で、収縮
包装その他により外包装することができる。本発明による容器が外包装される場合には、
外包装材は、１又はそれ以上の引裂きテープを含むことができる。更に外包装材には、画
像、消費者向け情報その他のデータを印刷することができる。
【００６５】
　本発明の一態様におけるいかなる特徴も、本発明の他の態様に、いずれかの適切な組合
せで適用することができる。具体的には、方法の態様を装置の態様に適用することができ
、逆もまた同様である。更に、一態様におけるいずれかの、幾つかの及び／又は全ての特
徴を、いずれかの他の態様におけるいずれかの、幾つかの及び／又は全ての特徴に、いず
れかの適切な組合せで適用することができる。
【００６６】
　本発明のいずれの態様についても、記載され又は定義された種々の特徴の特別な組み合
わせが、個別に実施され及び／又は与えられ、及び／又は、用いられることも理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
　本発明は、例示のみとして、以下の図面を参照してさらに説明される。
【図１】蓋が開位置にある容器の一実施形態の斜視図である。
【図２】図１に示す容器の側面図である。
【図３ａ】内側包装体に用いられる素材片の例を示す。
【図３ｂ】内側フレームに用いられる素材片の例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６８】
　図１は、消費者商品用の容器１００を示す。該容器は、箱１０２と、該箱にヒンジ線（
図示せず）を介して結合した蓋１０４とを含む。ヒンジ線は、容器１００の後ろを横切っ
て延びており、蓋が閉位置から図１に示す開位置まで移動することを可能にする。内側包
装体１０６は、箱１０２の中に収容され、取出し開口を含む。内側包装体１０２は、容器
が最初に開けられる前において消費者商品を気密シールするために、バリアー材料で作ら
れている。バリアー材料は、金属箔又は金属被覆紙とすることができる。
【００６９】
　内側包装体において内側包装体の取出し開口が破断線により形成されており、従って、
容器が最初に開けられるまで、内側包装体は消費者商品のシールされた包装体を形成する
。最初に開けた後、内側包装体を再シールすることを可能にするために、粘着カバーラベ
ル１０８が設けられ、取出し開口が覆われることができるようにされる。粘着カバーラベ
ルは、内側包装体に、上部後方の角部に隣接して永久的に貼り付けられる。これに加えて
、粘着ラベルは、取出し開口を囲む破断線によって定められた内側包装体の外面の取出し
部分に永久的に貼り付けられ、従って、粘着ラベルを閉位置から開位置に動かすと内側包
装体の取出し開口が現れる。粘着ラベルには、取出し開口の周縁に隣接した領域１０９に
再シール可能な粘着剤も設けられ、粘着ラベルを内側包装体の外面に何回も再シールする
ことができるようになっている。
【００７０】
　消費者商品は、内側包装体１０６内に入れられる。図から分かるように、粘着ラベル１
０８は、蓋１０４の下縁部１１０に接続される。粘着ラベルを蓋に接続することにより、
粘着ラベルは、蓋を閉位置から開位置に動かしたときに内側包装体から自動的に剥がされ
、消費者商品に触れることができるようになる。同様に、蓋を開位置から閉位置に動かし
たとき、粘着ラベルは、内側包装体に自動的に再シールされる。
【００７１】
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　粘着ラベル１０８が内側包装体から剥がされること、及び、特に内側包装体に再シール
されることに伴う力に対する内側包装体１０６の弾性を高めるために、内側フレーム１１
２が内側包装体１０６内に設けられる。内側フレーム１１２は、前壁と２つの対向する側
壁とを備えたＵ形状の要素である。該前壁は、内側包装体の前壁に隣接して設けられる。
図から分かるように、内側フレームは、内側包装体１０６内の取出し開口の形状に対応す
る切り欠き１１４を含む。内側フレーム内の該切り欠きは、より容易に消費者商品に触れ
ることができるようにする。
【００７２】
　内側包装体の弾性を更に高めるために、補強要素１１４が内側包装体と内側フレームと
の間に設けられる。補強要素１１４は、内側包装体の剛性を高める役割を果たし、従って
、該内側包装体は、容器の蓋を閉めることに伴う力に対してより良く抵抗することができ
るようになる。補強要素については、後で更に詳細に説明する。
【００７３】
　図２は、やはり蓋が開位置にある容器１００の側面図を示す。内側包装体１０６は、外
側ハウジング箱１０２の中に示されており、内側フレーム１１２が内側包装体の中に示さ
れている。粘着カバーラベルは、蓋１０４に取り付けられた状態で示されている。開位置
において、粘着カバーラベルは、Ｓ形状を形成している。容器の幾何学形状は、蓋がこの
開位置から閉位置に移動したときに粘着ラベルが内側包装体に自動的に再シールされるよ
うなものとされる。図から分かるように、補強要素１１６は、内側フレームと内側包装体
との間に配置される。
【００７４】
　補強要素１１４は、細長いものであり、該要素の主軸が容器の横方向になるように配置
されている。該要素は、内側フレームの上部にほぼ隣接して、該上部からの距離が、内側
フレームの底から切り欠きまでの全高の約１０％になるところに配置されている。補強要
素は、内側フレームを内側包装体に接合するホットメルト接着剤などの接着剤である。内
側フレームを内側包装体に接合することで、内側フレームと内側包装体との組合せの剛性
が、互いに接合されていない場合の内側フレームと内側包装体との組合せと比べて高めら
れる。内側フレームと内側包装体とが複合材料を形成するので、剛性が、従って閉じプロ
セス中に内方に変形することに対する抵抗が、高められる。更に、この追加した接着剤材
料は、内側包装体の剛性を高める。
【００７５】
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、それぞれ、組立前の内側包装体及び内側フレームを示す
。図３（ａ）に示す組立前の内側包装体３００は、前壁パネル３０２と、組み立てたとき
に内側包装体の後壁パネルを形成する２つの壁パネル３０４及び３０６と、上壁パネル３
０８と、底壁パネル３１０とを含む。組立前の内側包装体３００は、複数の側壁パネルも
含む。図から分かるように、上壁パネル３０８及び前壁パネル３０２の部分を横切って、
取出し部分３１２が設けられる。上述のように、取出し部分は、後方折曲げ線３１４に沿
って内側包装体に永久的に取り付けられており、取出し部分の残りの周縁部の周りで破断
線により該内側包装体に切取り可能に接続されている。接着剤の細長いラインの形態の補
強手段３１６が、組立前の内側包装体の前壁パネルの内面に設けられる。接着剤３１６は
、内側フレームに永久的に接着されるようにされる。更に別の細長い接着剤のライン３１
８を内側包装体の後方壁パネルの外面に設けて、該内側包装体が容器の箱に永久的に貼り
付けられることを可能にすることができる。
【００７６】
　図３（ｂ）は、組立前の内側フレーム３２０を示す。上述のように、内側フレームは、
前壁パネル３２２と、２つの対向する側壁パネル３２４及び３２６とを含む。前壁パネル
３２２の外面に、補強要素３２８が設けられる。上述のように、補強要素３２８は、接着
剤の細長いラインであり、容器が組み立てられたときに内側フレームの前壁の外面を内側
包装体の前壁パネルの内面に永久的に貼り付けるようになっている。それに加えて、上述
のように、内側フレームの前壁パネルの上部に切り欠き３３０が設けられる。該切り欠き
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該切り欠きは、内側フレームが内側包装体内にあるときに該内側包装体に設けられた取出
し開口に位置合わせされるように設けられる。図から分かるように、補強要素３２８は、
切り欠きから距離ｙのところに設けられる。好ましい実施形態において、距離ｙは、内側
フレームの全高ｘにおよそ１０％である。
【００７７】
　上記の図において、破線は折り曲げ線を表す。
【符号の説明】
【００７８】
１００　容器
１０２　箱
１０４　蓋
１０６　内側包装体
１０８　粘着ラベル
１１２　内側フレーム
１１６　補強要素
３００　組立前の内側包装体
３０２　前壁パネル
３０４、３０６　後壁パネルを形成する壁パネル
３０８　上壁パネル
３１０　底壁パネル
３１４　折曲げ線
３２０　組立前の内側フレーム
３３０　切り欠き
３２２　前壁パネル
３２４、３２６　側壁パネル
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